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輸
出
貿
易
管
理
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案

新
旧
対
照
条
文

○
輸
出
貿
易
管
理
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
三
百
七
十
八
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
輸
出
の
承
認
）

（
輸
出
の
承
認
）

第
二
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
貨
物
の
輸
出
を
し
よ
う
と
す

第
二
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
貨
物
の
輸
出
を
し
よ
う
と
す

る
者
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
手
続
に
従
い
、
経
済
産
業
大
臣
の
承

る
者
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
手
続
に
従
い
、
経
済
産
業
大
臣
の
承

認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

別
表
第
二
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物
の
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
地
域
を
仕
向

一

別
表
第
二
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物
の
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
地
域
を
仕
向

地
と
す
る
輸
出

地
と
す
る
輸
出

一
の
二

別
表
第
二
の
二
に
掲
げ
る
貨
物
（
別
表
第
二
の
一
、
三
六
、
三

一
の
二

別
表
第
二
の
二
に
掲
げ
る
貨
物
（
別
表
第
二
の
一
、
三
六
、
三

九
か
ら
四
一
ま
で
及
び
四
三
か
ら
四
五
ま
で
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
貨

九
か
ら
四
一
ま
で
及
び
四
三
か
ら
四
五
ま
で
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
貨

物
を
除
く
。
）
の
北
朝
鮮
を
仕
向
地
と
す
る
輸
出

物
を
除
く
。
）
の
北
朝
鮮
を
仕
向
地
と
す
る
輸
出

一
の
三

別
表
第
二
の
三
（
第
二
号
フ
及
び
第
三
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ

一
の
三

別
表
第
二
の
三
（
第
二
号
フ
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
貨
物
（
別

る
貨
物
（
別
表
第
二
の
二
〇
か
ら
二
一
の
三
ま
で
、
二
五
、
三
五
か
ら

表
第
二
の
二
〇
か
ら
二
一
の
三
ま
で
、
二
五
、
三
五
か
ら
三
五
の
四
ま

三
五
の
四
ま
で
、
四
四
及
び
四
五
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物
を
除
く

で
、
四
四
及
び
四
五
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物
を
除
く
。
）
の
ベ
ラ

。
）
の
ベ
ラ
ル
ー
シ
を
仕
向
地
と
す
る
輸
出

ル
ー
シ
を
仕
向
地
と
す
る
輸
出

一
の
四

別
表
第
二
の
三
に
掲
げ
る
貨
物
（
別
表
第
二
の
一
、
二
〇
か
ら

一
の
四

別
表
第
二
の
三
に
掲
げ
る
貨
物
（
別
表
第
二
の
二
〇
か
ら
二
一

二
一
の
三
ま
で
、
二
五
、
三
五
か
ら
三
七
ま
で
、
四
〇
、
四
一
及
び
四

の
三
ま
で
、
二
五
、
三
五
か
ら
三
五
の
四
ま
で
、
四
四
及
び
四
五
の
項

三
か
ら
四
五
ま
で
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物
を
除
く
。
）
の
ロ
シ
ア

の
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物
を
除
く
。
）
の
ロ
シ
ア
を
仕
向
地
と
す
る
輸
出

を
仕
向
地
と
す
る
輸
出

一
の
五

ウ
ク
ラ
イ
ナ
（
ド
ネ
ツ
ク
州
及
び
ル
ハ
ン
ス
ク
州
の
区
域
の
う

一
の
五

ウ
ク
ラ
イ
ナ
（
ド
ネ
ツ
ク
州
及
び
ル
ハ
ン
ス
ク
州
の
区
域
の
う

ち
、
経
済
産
業
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
区
域
に
限
る
。
第
四
条
第
二
項

ち
、
経
済
産
業
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
区
域
に
限
る
。
第
四
条
第
二
項

第
二
号
ヘ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
仕
向
地
と
す
る
貨
物
（
別
表
第
二
（

第
二
号
ホ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
仕
向
地
と
す
る
貨
物
（
別
表
第
二
（

三
四
の
項
を
除
く
。
）
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物
を
除
く
。
）
の
輸
出

三
四
の
項
を
除
く
。
）
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物
を
除
く
。
）
の
輸
出
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一
の
六

ベ
ラ
ル
ー
シ
を
仕
向
地
と
す
る
貨
物
（
別
表
第
二
（
三
四
の
項

一
の
六

ベ
ラ
ル
ー
シ
を
仕
向
地
と
す
る
貨
物
（
別
表
第
二
（
三
四
の
項

を
除
く
。
）
中
欄
及
び
別
表
第
二
の
三
（
第
二
号
フ
及
び
第
三
号
を
除

を
除
く
。
）
中
欄
及
び
別
表
第
二
の
三
（
第
二
号
フ
を
除
く
。
）
に
掲

く
。
）
に
掲
げ
る
貨
物
を
除
く
。
）
の
輸
出
（
経
済
産
業
大
臣
が
告
示

げ
る
貨
物
を
除
く
。
）
の
輸
出
（
経
済
産
業
大
臣
が
告
示
で
指
定
す
る

で
指
定
す
る
者
と
の
直
接
又
は
間
接
の
取
引
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）

者
と
の
直
接
又
は
間
接
の
取
引
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）

一
の
七

ロ
シ
ア
を
仕
向
地
と
す
る
貨
物
（
別
表
第
二
（
三
四
の
項
を
除

一
の
七

ロ
シ
ア
を
仕
向
地
と
す
る
貨
物
（
別
表
第
二
（
三
四
の
項
を
除

く
。
）
中
欄
及
び
別
表
第
二
の
三
に
掲
げ
る
貨
物
を
除
く
。
）
の
輸
出

く
。
）
中
欄
及
び
別
表
第
二
の
三
に
掲
げ
る
貨
物
を
除
く
。
）
の
輸
出

（
経
済
産
業
大
臣
が
告
示
で
指
定
す
る
者
と
の
直
接
又
は
間
接
の
取
引

（
経
済
産
業
大
臣
が
告
示
で
指
定
す
る
者
と
の
直
接
又
は
間
接
の
取
引

に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）

に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）

二

（
略
）

二

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
特
例
）

（
特
例
）

第
四
条

（
略
）

第
四
条

（
略
）

２

第
二
条
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。
た
だ
し

２

第
二
条
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。
た
だ
し

、
別
表
第
二
の
三
七
か
ら
四
一
ま
で
及
び
四
三
か
ら
四
五
ま
で
の
項
の
中

、
別
表
第
二
の
三
七
か
ら
四
一
ま
で
及
び
四
三
か
ら
四
五
ま
で
の
項
の
中

欄
に
掲
げ
る
貨
物
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

欄
に
掲
げ
る
貨
物
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

別
表
第
五
に
掲
げ
る
貨
物
を
輸
出
し
よ
う
と
す
る
と
き
。
た
だ
し
、

二

別
表
第
五
に
掲
げ
る
貨
物
を
輸
出
し
よ
う
と
す
る
と
き
。
た
だ
し
、

次
に
掲
げ
る
貨
物
を
輸
出
し
よ
う
と
す
る
場
合
を
除
く
。

次
に
掲
げ
る
貨
物
を
輸
出
し
よ
う
と
す
る
場
合
を
除
く
。

イ

別
表
第
二
の
一
の
項
の
中
欄
、
三
五
の
三
の
項
（
一
）
及
び
（
六

イ

別
表
第
二
の
一
の
項
の
中
欄
、
三
五
の
三
の
項
（
一
）
及
び
（
六

）
並
び
に
三
五
の
四
及
び
三
六
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物
（
同
表

）
並
び
に
三
五
の
四
及
び
三
六
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物
（
同
表

の
三
五
の
三
の
項
（
一
）
及
び
（
六
）
に
掲
げ
る
貨
物
に
あ
つ
て
は

の
三
五
の
三
の
項
（
一
）
及
び
（
六
）
に
掲
げ
る
貨
物
に
あ
つ
て
は

、
経
済
産
業
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）

、
経
済
産
業
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）

ロ

別
表
第
五
第
二
号
に
掲
げ
る
貨
物
の
う
ち
、
別
表
第
二
の
三
五
及

ロ

別
表
第
五
第
二
号
に
掲
げ
る
貨
物
の
う
ち
、
別
表
第
二
の
三
五
及

び
三
五
の
二
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
も
の

び
三
五
の
二
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
も
の

ハ

別
表
第
五
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
貨
物
の
う
ち
、
別
表
第

ハ

別
表
第
五
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
貨
物
の
う
ち
、
別
表
第
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二
の
二
に
掲
げ
る
貨
物
で
あ
つ
て
、
北
朝
鮮
を
仕
向
地
と
す
る
も
の

二
の
二
に
掲
げ
る
貨
物
で
あ
つ
て
、
北
朝
鮮
を
仕
向
地
と
す
る
も
の

ニ

別
表
第
五
第
二
号
に
掲
げ
る
貨
物
の
う
ち
、
別
表
第
二
の
三
に
掲

ニ

別
表
第
五
第
二
号
に
掲
げ
る
貨
物
の
う
ち
、
別
表
第
二
の
三
に
掲

げ
る
貨
物
で
あ
つ
て
、
ベ
ラ
ル
ー
シ
を
仕
向
地
と
す
る
も
の

げ
る
貨
物
で
あ
つ
て
、
ベ
ラ
ル
ー
シ
又
は
ロ
シ
ア
を
仕
向
地
と
す
る

も
の

ホ

別
表
第
五
第
二
号
に
掲
げ
る
貨
物
の
う
ち
別
表
第
二
の
三
に
掲
げ

（
新
設
）

る
貨
物
及
び
別
表
第
五
第
三
号
に
掲
げ
る
貨
物
の
う
ち
別
表
第
二
の

三
第
三
号
に
掲
げ
る
貨
物
で
あ
つ
て
、
ロ
シ
ア
を
仕
向
地
と
す
る
も

の
ヘ

別
表
第
五
第
二
号
に
掲
げ
る
貨
物
で
あ
つ
て
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
を
仕

ホ

別
表
第
五
第
二
号
に
掲
げ
る
貨
物
で
あ
つ
て
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
を
仕

向
地
と
す
る
も
の

向
地
と
す
る
も
の

ト

別
表
第
五
第
二
号
に
掲
げ
る
貨
物
で
あ
つ
て
、
ベ
ラ
ル
ー
シ
又
は

ヘ

別
表
第
五
第
二
号
に
掲
げ
る
貨
物
で
あ
つ
て
、
ベ
ラ
ル
ー
シ
又
は

ロ
シ
ア
を
仕
向
地
と
す
る
も
の
（
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
六
又
は

ロ
シ
ア
を
仕
向
地
と
す
る
も
の
（
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
六
又
は

第
一
号
の
七
に
規
定
す
る
輸
出
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

第
一
号
の
七
に
規
定
す
る
輸
出
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

三

（
略
）

三

（
略
）

四

別
表
第
六
上
欄
に
掲
げ
る
者
が
本
邦
か
ら
出
国
す
る
際
、
同
表
下
欄

四

別
表
第
六
上
欄
に
掲
げ
る
者
が
本
邦
か
ら
出
国
す
る
際
、
同
表
下
欄

に
掲
げ
る
貨
物
を
本
人
が
携
帯
し
、
又
は
税
関
に
申
告
の
上
別
送
し
て

に
掲
げ
る
貨
物
を
本
人
が
携
帯
し
、
又
は
税
関
に
申
告
の
上
別
送
し
て

、
輸
出
し
よ
う
と
す
る
と
き
。
た
だ
し
、
別
表
第
二
の
一
の
項
の
中
欄

、
輸
出
し
よ
う
と
す
る
と
き
。
た
だ
し
、
別
表
第
二
の
一
の
項
の
中
欄

、
三
五
の
三
の
項
（
一
）
及
び
（
六
）
並
び
に
三
五
の
四
の
項
の
中
欄

、
三
五
の
三
の
項
（
一
）
及
び
（
六
）
並
び
に
三
五
の
四
の
項
の
中
欄

に
掲
げ
る
貨
物
（
同
表
の
三
五
の
三
の
項
（
一
）
及
び
（
六
）
に
掲
げ

に
掲
げ
る
貨
物
（
同
表
の
三
五
の
三
の
項
（
一
）
及
び
（
六
）
に
掲
げ

る
貨
物
に
あ
つ
て
は
、
経
済
産
業
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
も
の
に
限
る

る
貨
物
に
あ
つ
て
は
、
経
済
産
業
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
も
の
に
限
る

。
）
を
輸
出
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
一
時
的
に
入
国
し
て
出
国
す
る
者

。
）
を
輸
出
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
一
時
的
に
入
国
し
て
出
国
す
る
者

が
同
表
の
三
六
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物
（
経
済
産
業
大
臣
が
告
示

が
同
表
の
三
六
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物
（
経
済
産
業
大
臣
が
告
示

で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
を
輸
出
し
よ
う
と
す
る
場
合
並
び
に
船
舶

で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
を
輸
出
し
よ
う
と
す
る
場
合
並
び
に
船
舶

又
は
航
空
機
の
乗
組
員
が
別
表
第
二
の
二
に
掲
げ
る
貨
物
を
北
朝
鮮
を

又
は
航
空
機
の
乗
組
員
が
別
表
第
二
の
二
に
掲
げ
る
貨
物
を
北
朝
鮮
を

仕
向
地
と
し
て
輸
出
し
よ
う
と
す
る
場
合
及
び
別
表
第
二
の
三
第
三
号

仕
向
地
と
し
て
輸
出
し
よ
う
と
す
る
場
合
を
除
く
。

に
掲
げ
る
貨
物
を
ロ
シ
ア
を
仕
向
地
と
し
て
輸
出
し
よ
う
と
す
る
場
合



- 4 -

を
除
く
。

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

別
表
第
二
の
三
（
第
二
条
、
第
四
条
関
係
）

別
表
第
二
の
三
（
第
二
条
、
第
四
条
関
係
）

一

別
表
第
一
の
一
か
ら
一
五
ま
で
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物

一

別
表
第
一
の
一
か
ら
一
五
ま
で
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物

二

次
に
掲
げ
る
貨
物
で
あ
つ
て
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
（
前

二

次
に
掲
げ
る
貨
物
で
あ
つ
て
、
経
済
産
業
大
臣
が
省
令
で
定
め
る
も

号
に
掲
げ
る
貨
物
を
除
く
。
）

の
（
前
号
に
掲
げ
る
貨
物
を
除
く
。
）

イ
～
フ

（
略
）

イ
～
フ

（
略
）

三

次
に
掲
げ
る
貨
物
で
あ
つ
て
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
（
前

（
新
設
）

二
号
に
掲
げ
る
貨
物
を
除
く
。
）

イ

ア
ル
コ
ー
ル
飲
料
及
び
エ
チ
ル
ア
ル
コ
ー
ル

ロ

葉
巻
た
ば
こ
、
シ
ェ
ル
ー
ト
、
シ
ガ
リ
ロ
及
び
紙
巻
た
ば
こ
（
た

ば
こ
又
は
た
ば
こ
代
用
物
か
ら
成
る
も
の
に
限
る
。
）

ハ

香
水
類
、
オ
ー
デ
コ
ロ
ン
類
そ
の
他
の
調
製
香
料
及
び
美
容
用
、

メ
ー
キ
ャ
ッ
プ
用
又
は
皮
膚
の
手
入
れ
用
の
調
製
品
そ
の
他
の
化
粧

品
類

ニ

ト
ラ
ン
ク
、
ス
ー
ツ
ケ
ー
ス
、
携
帯
用
化
粧
道
具
入
れ
、
エ
グ
ゼ

ク
テ
ィ
ブ
ケ
ー
ス
、
書
類
か
ば
ん
、
通
学
用
か
ば
ん
、
ハ
ン
ド
バ
ッ

グ
、
財
布
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
容
器
及
び
ズ
ボ
ン
つ
り
そ
の
他

の
衣
類
附
属
品

ホ

毛
皮
製
の
オ
ー
バ
ー
コ
ー
ト
そ
の
他
の
毛
皮
製
品

ヘ

じ
ゆ
う
た
ん
そ
の
他
の
紡
織
用
繊
維
の
床
用
敷
物

ト

つ
づ
れ
織
物

チ

ス
キ
ー
ス
ー
ツ
、
水
着
、
絹
製
の
ブ
ラ
ウ
ス
そ
の
他
の
衣
類
及
び

絹
製
の
シ
ョ
ー
ル
そ
の
他
の
衣
類
附
属
品

リ

ス
キ
ー
靴
、
ス
ポ
ー
ツ
用
の
履
物
そ
の
他
の
履
物
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ヌ

革
製
そ
の
他
の
材
料
製
の
帽
子
（
安
全
帽
子
並
び
に
ゴ
ム
製
及
び

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
も
の
を
除
く
。
）

ル

磁
器
製
の
食
卓
用
品
そ
の
他
の
陶
磁
製
品

ヲ

ガ
ラ
ス
製
品
（
鉛
ガ
ラ
ス
製
の
も
の
に
限
る
。
）

ワ

天
然
又
は
養
殖
の
真
珠
、
貴
石
及
び
半
貴
石
並
び
に
こ
れ
ら
の
製

品
、
銀
及
び
金
並
び
に
こ
れ
ら
の
製
品
、
特
定
金
属
（
銀
及
び
金
を

除
く
。
）
の
製
品
並
び
に
特
定
金
属
を
張
つ
た
金
属
の
製
品

カ

船
舶
推
進
用
エ
ン
ジ
ン
及
び
そ
の
部
分
品
並
び
に
携
帯
用
の
自
動

デ
ー
タ
処
理
機
械
（
少
な
く
と
も
中
央
処
理
装
置
、
キ
ー
ボ
ー
ド
及

び
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
か
ら
成
る
も
の
に
限
る
。
）

ヨ

乗
用
自
動
車
そ
の
他
の
自
動
車
、
モ
ー
タ
ー
サ
イ
ク
ル
（
モ
ペ
ッ

ト
を
含
む
。
）
、
補
助
原
動
機
付
き
の
自
転
車
及
び
サ
イ
ド
カ
ー
並

び
に
こ
れ
ら
の
部
分
品
及
び
附
属
品

タ

呼
吸
用
機
器
及
び
ガ
ス
マ
ス
ク
（
機
械
式
部
分
及
び
交
換
式
フ
ィ

ル
タ
ー
の
い
ず
れ
も
有
し
な
い
保
護
用
マ
ス
ク
を
除
く
。
）

レ

腕
時
計
、
懐
中
時
計
そ
の
他
の
携
帯
用
時
計
（
ス
ト
ッ
プ
ウ
ォ
ッ

チ
を
含
み
、
ケ
ー
ス
に
特
定
金
属
又
は
特
定
金
属
を
張
つ
た
金
属
を

使
用
し
た
も
の
に
限
る
。
）
及
び
そ
の
部
分
品

ソ

グ
ラ
ン
ド
ピ
ア
ノ

ツ

美
術
品
、
収
集
品
及
び
こ
つ
と
う


